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特定物質排出抑制計画等に係る手続きフロー  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

       指導助言 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
○その他指導等 

計画書又は報告書を提出しない。⇒ 勧告 if 従わない場合 ⇒ 公表 
 

注* 可能な限り 2005 年度についても目標設定に努めること。 

 
県 民 等 

特定規模排出事業者 

・燃料・熱：原油換算 1,500kl/年以上 
・電気  ：600 万 kWh/年以上 

 
県 知 事 

指針の作成 計画書(変更)の作成 

【兵庫県特定物質排出抑

制計画に関する指針】  
１ 計画の作成 
・排出抑制方針 
・推進体制 
・排出状況 
・排出抑制目標の設定 
・排出抑制措置の選定 
２ 報告書の作成 
・目標達成状況等の確認 
・抑制措置結果報告 
３ 計画等の公表 

告示 指針の公表 
（平成 15 年 9 月 30 日） 

指針への適合 

変更 

【特定物質排出抑制( 変更) 計画書】 
2010 年度までの計画期間 

・排出抑制方針、推進体制 
・排出状況 
・排出抑制目標の設定 

(2010 年度,2005 年度*) 
・排出抑制措置 等 

計画書の提出 県大気課 
既 設：平成 16 年 3 月末日まで 
新増設：翌年度の７月末日まで 

努める 

毎年度、抑制措置結果の点検・評価  
計画等の公表 

とりまとめ 

【特定物質排出抑制措置結果報告書】 
・排出状況 
・排出抑制目標の達成状況 
・排出抑制措置の達成状況 
*期間終了時：目標達成・未達成要因
も明示 

報告書の提出 
翌年度の７月末日まで 

県大気課 


